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６．対策メニューの整理 

 

6-1．対策の位置づけ 

豊丘村では、深刻になりつつある地下水中の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を削減し、貴

重な地下水を子孫にまで保全するよう、平成15年度から平成16年度にかけ「地下水保全対

策モデル事業」(県事業)を実施した。 

環境省が本年度から実施している「硝酸性窒素総合対策モデル事業」は、前述の県事業

の成果を活かし、平成19年度までに汚染原因とそれぞれの寄与の把握、地域の実情に応じ

た実行可能な硝酸性窒素対策の立案・実施及びその効果の定量的な予測・評価に必要とな

る調査を行うこととしている。平成20年度以降は、豊丘村を始めとする地元機関が主体と

なり持続的に対策を進めていくこととなる。 

豊丘村、長野県及びＪＡみなみ信州は、本地域での硝酸性窒素削減対策を計画的かつ効

果的に講じていくため、平成15年度に「地下水保全対策連絡協議会」を設置している。こ

の協議会において、県モデル事業によって得られた結果に基づき、「発生源対策」、「地

下水汚染緩和対策」及び「その他の対策」を３つの柱とした具体的な対策を検討している(図

-6.1.1参照)。これらの対策は、その実現性を探りつつ可能なものから具体化しようとする

ものである。 

本章では、これらの対策に対する負担を極力軽減し、対策が関係者にとってメリットの

あるものとなるよう整理した。なお、これらの対策は、今後の関係機関の調査・研究を踏

まえて随時拡充していくものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.1.1 対策メニュー 

発生源対策 
・施肥対策 

・家畜排せつ物対策 

・生活排水対策 

地下水汚染緩和対策

・地下水かん養 

・浄化技術の導入

その他の対策 

・普及啓発資料作成 

・指標の検討
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対策メニューの整理・検討は図-6.1.2に示すとおり、平成17年度～平成19年度に行い、

これらのうち可能なものから試行し、平成20年度以降の本格的な地元での展開を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2．発生源対策 

豊丘村における硝酸性窒素の発生源は、施肥、家畜排せつ物及び生活排水に大別される。

このうち、家畜排せつ物は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」

に定める管理基準が平成16年11月１日から完全施行されるなど、近年村内における家畜排

せつ物の管理は改善されてきた。また、生活排水も豊丘村の現在の水洗化人口率が95％と

高く、生活排水の多くは下水道等を流下し、地下水への硝酸性窒素の負荷は少ないと考え

られる。 

一方、施肥は農地面積の減少や施肥基準の見直しなどにより、過去の施肥量に比べ減少

傾向にあるものの、段丘面を利用した果樹栽培が盛んに行われており、施肥による地下水

への負荷が懸念されている。 

これら３つの発生源に対して、実行可能な対策を施す必要があるが、主たる対策は最も

負荷量の多い「施肥対策」となる。以下にそれぞれの発生源対策について、現状、課題及

び今後の対策メニューを整理する。 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度以降 

現況実態調査 

実態把握に基づく解析

対策メニューの整理・検討

対策の試行（実証ﾓﾃﾞﾙ圃場での実施等）

効果解析

対策効果のモニタリング

啓発・普及活動

対策の実施

図-6.1.2 本検討と他の事項の関係 

環境省モデル事業 
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6-2-1．施肥対策 

(1) 施肥実態の把握 

1) 現 況 

① 土地利用 

平成14年の豊丘村の土地利用は、表-6.2.1に示すとおりである。 

 

表-6.2.1 豊丘村の土地利用 
(豊丘村第４次総合振興計画を引用) 

区分 田 畑 宅地 山林 牧場 原野 その他 計 

面積(ha) 310 530 150 6120 20 190 365 7685 

 

② 作物構成 

平成13年の豊丘村の作物構成は、表-6.2.2に示すとおりである。 

 

表-6.2.2 豊丘村の作物構成 
(農林業市町村別統計書より集計) 

区分 水稲 果樹 飼育肥料作物 普通作物 野菜類 その他作物 計 

面積(ha) 156 316 31 11 55 24 593 

 

③ 施肥量の経年変化 

豊丘村の農地面積(図-6.2.1参照)の減少や単位面積あたりの肥料施用量の減少によ

り、村全体の施肥量は減少傾向にある。しかし、地下水の硝酸性窒素濃度を低下させる

ためには、より効率的な施肥対策を実施し、農地からの施肥に伴う窒素溶脱量の軽減を

図る必要がある。施肥対策の実施にあたっては、①施肥方法や栽培種毎の施肥実態の把

握及び②窒素溶脱量の推算をした上で、長野県施肥基準をベースとした③適正な施肥基

準の設定が課題となる。 

 

 

 

 

 

 

図-6.2.1 豊丘村の作付面積経年変化 
県モデル事業成果より引用 
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2) これまでの取り組み内容 

① 施肥実態調査 

実施主体：長野県農業技術課、豊丘村、ＪＡみなみ信州 

対象：豊丘村内生産者（対象作物を 5 a以上作付けしている生産者） 

時期：平成 16年１月 

内容：平成 15年の堆肥と化学肥料施用量をアンケート調査。有効回答数 80。 

実施主体：下伊那農業改良普及センター 

対象：農家の生産記録 

時期：平成 17年度 

内容：梨、柿、梅、桃、りんごの施肥履歴を集計、ＪＡや県施肥基準との比較分析   

② 肥料予約記録調査 

実施主体：ＪＡみなみ信州 

対象：重点調査地域にある農家（46家）の肥料の年間販売予約肥料量 

時期：平成 17年度 

内容：代表的農家の年間販売予約肥料量（平成 15年～17年の３年分）を集計 

③ エコファーマーの認定促進(表-6.2.3 参照) 

 

表-6.2.3 豊丘村のエコファーマー認定件数(平成17年３月末時点) 
(下伊那農業改良普及センター提供資料及び農水省HPより集計) 

 

区 分 長野県 豊丘村

認定件数 665 5 

 

3) 課 題 

・ 農地に施用されている施肥量に関する統計資料がない。 

・ 県モデル事業の調査結果によれば、施肥基準、県栽培指針、アンケート調査及びこれ

らを踏まえた推定によって、10ａあたりの施肥量を仮定し、これに作付面積を乗じて

豊丘村全体の施肥量を算出している(図-6.2.2 参照)。これによれば、近年施肥量は

減少傾向にあるとされているが、実態施肥量との誤差を評価できない。 

・ 今後必要な減肥対策等を検討する上では、より実態に即した村全体の施肥量や栽培種

毎の施肥量の把握が課題である。 
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4) 今後考えられる対策メニュー 

① 生産記録の活用 

現在使用されている生産記録(表-6.2.4 参照)を活用し、施肥実態(窒素原単位)のモ

ニタリングに利用したり、窒素原単位の重要性を周知することで硝酸性窒素削減に関す

る関係者への啓発を行う。 

 

 

図-6.2.2 豊丘村の施肥量経年変化 
県モデル事業成果より引用 
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表-6.2.4(1)  豊丘村で使用されている生産記録様式（表面） 

ＪＡみなみ信州提供
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表-6.2.4(2)  豊丘村で使用されている生産記録様式（裏面） 
ＪＡみなみ信州提供 

 

 

  

 


